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令和 5 年度 第 2 回 男女共同参画審議会 会議概要 

開催日時 令和 5 年 11 月 22 日（水）10：00〜12：00 

会議会場 新潟市役所本館 6 階 第 5 委員会室 
委員の 出 席

状況 

出席委員：有森委員、井浦委員、齊藤委員、佐藤委員、杉原委員、橘委員、
辻川委員、福田委員、松本委員、南委員、山際委員、吉田委員、脇屋委員
（以上 13 名） 
欠席委員：相田委員、藤井委員（以上 2 名） 

傍聴者の有無

及び人数 
傍聴者 2 名 

会議内容と 

その結果 

第４次男女共同参画行動計画実施事業評価（令和 4 年度実施事業）について 

１ 主な意見と対応 

 男女共同参画行動計画実施事業評価（令和 4 年度実施事業）について、
「資料１」の評価部会が作成した目標１から目標６の男女共同参画審議会に
よる評価（第３次評価）及び総評について審議を行った。主な意見等や審議
結果は以下のとおり。 
 ■目標１について 
  ・評価の修正に関する意見はなく、案のとおり了承。 
 ■目標 2 
  ・県や国と情報共有、意見交換をしながら取組を進めるよう意見が出さ

れた。 
  ・市立学校園においては、人材確保が大きな課題となっている旨の説明

があった。 
  ・評価の修正に関する意見はなく、案のとおり了承。 
 ■目標３ 

・〇５つ目の文章に、「その理由を分析し」の文言を追記するなどの意
見が出された。  

・〇８つ目の文章にある「男女共同参画を推進する企業」というところ
を、「女性活躍を推進する企業」に修正する意見が出された。 

  ・⼀度、会⻑と事務局で文案を作成し、後日委員に確認いただくことで
了承。 

 ■目標４ 
・〇５つ目の「共働き世帯の増加などにより」という文章について、基
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となるデータを確認する必要があるという意見が出された。データを
確認した後、会⻑と評価部会、事務局で文言の修正を行うことで了
承。 

・〇５つ目の文章に、「人材の確保と適正な配置」という文言を追加
し、「施設の整備」を「施設の確保と整備」に修正するという意見が
出され、修正することで了承。 

 ■目標５ 
  ・〇３つ目の「ネットにおける性の被害事案など」を「ネットにおける

性の被害事案などに基づいた」に修正する意見が出され、修正するこ
とで了承。 

・〇６つ目の「さらなる取組を進めていく必要がある」というところ
を、具体的な文章に修正する意見が出された。 

・⼀度、会⻑と事務局で文案を作成し、後日委員に確認いただくことで
了承。 

 ■目標６ 
  ・評価の修正に関する意見はなく、案のとおり了承。 
 ■総評 

 ・目標４について、「人材の確保と適正な配置」の文言を追加し、「施
設の整備」を「施設の確保と整備」に修正する意見が出され、目標５
について、「学校教育の性教育の指導」の「の指導」を削除する意見
が出され、それぞれ修正することで了承。 

 
その他、審議会全般に関して 

 ・「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」の施行を受け、新
潟市における対応状況に関する質問があり、新潟市としては、県の計
画を勘案し、新潟市の基本計画を作っていく予定である旨を説明。 

 


